


13:00～17:00　※15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟みます。

Ⅰ．ホテル・ブランデッドレジデンスとは？

　　１．ホテル・ブランデッドレジデンスとは
　　２．ホテル・ブランデッドレジデンスが注目を集める背景
　　３．ホテル・ブランデッドレジデンスの法的位置付けと
　　　　特有の法的問題点

Ⅱ．典型的なストラクチャー例

　　１．ＴＭＫ（特定目的会社）を利用したノンリコースファイナンス
　　２．利害関係者と各種契約の解説
　　　　●ホテルマネジメント契約
　　　　●レンタルプログラム契約
　　　　●Lease Non-disturbance Agreement　等

Ⅲ．ホテル・ブランデッドレジデンスに関連する主な法令

　　１．区分所有法、マンション管理適正化法、宅建業法　等
　　２．不動産特定共同事業に該当するか
　　３．金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当するか

Ⅳ．ホテル・ブランデッドレジデンスの管理に関する論点

　　１．管理の主体は誰か（共用部分と専有部分のそれぞれの管理主体）
　　２．管理の対象は何か（共用部分と専有部分のそれぞれの管理方法）
　　３．在外区分所有者が多い場合の区分所有者集会の運営方法
　　４．ホテルのブランド維持及びホテル運営のために、
　　　　どこまで区分所有者の権利を制限できるか
　　５．相対立するホテル事業者と区分所有者の利害を調整した
　　　　適切な管理規約の作成

Ⅴ．外国人との不動産取引において問題となる法規制

　　１．重要事項説明はテレビ電話でも可能か
　　２．売買契約書や重要事項説明において使用すべき言語
　　３．日本法が契約の準拠法であっても外国の消費者保護法が
　　　　強制的に適用されることがある
　　４．外国の不動産業法の適用可能性
　　５．外国人との不動産契約の交渉において留意すべき典型的な条項

Ⅵ．ホテル・ブランデッドレジデンスの

　  ノンリコースファイナンスに関する留意点

　　１．開発案件のノンリコースファイナンス特有の留意点
　　２．Non-disturbance and Attornment Agreement（レンダー
　　　　に優先するホテルオペレーターの権利を規定）の解説
　　３．区分所有建物に対する担保設定方法

綜合ユニコム
不動産マネジメントセミナーのご案内

セミナープログラム＆タイムスケジュール 講師プロフィール

鈴木泰治郎 （すずき　たいじろう）

ベーカー＆マッケンジー法律事務所

（外国法共同事業）

弁護士

2001年一橋大学商学部経営学科卒業。05年

弁護士登録（東京弁護士会）。12年カナダトロ

ント大学ロースクール卒業。The Legal 500 

AsiaPacific2017年版の不動産法分野、国際

法律事務所・ジョイントベンチャー部門におい

て「次世代を担う弁護士」として選出される。

主な実績に、クロスボーダー不動産取引案件を

数多く手がけるほか、国内外のファンドによる

不動産その他の資産を裏付資産とする証券化・

流動化案件（TMKスキーム、TK-GKスキーム、

不動産特定共同事業、信託借入スキーム）、ホテ

ル・商業施設の開発案件並びに市街地再開発事

業のストラクチャリング・契約書作成・契約交渉

等に携わる。さらに、国内外のクライアントに

対して、PFI、太陽光・風力発電、その他のプロ

ジェクトファイナンスにおけるサポート及びアド

バイスを提供する。

主著書には、『注釈 金融商品取引法 第１巻』（共

著／2011年／きんざい）、『実践 TOBハンド

ブック』（共著／ 2007年／日経BP社）がある

ほか、講演多数。

本セミナーはＷＥＢから
お申込みいただけます。

弊社ホームページでは、
セミナー・展示会、刊行物等を

ご案内しています。
また、メールマガジンも

毎週配信していますので、
ご登録ください。

▼

www.sogo-unicom.co.jp

グローバル富裕層を取り込むホテルブランドを冠したレジデンス開発の法的論点を解説

ホテル・ブランデッドレジデンス開発実務研究


